
NO 項　目 意 見 箇 所 修 正 案 補足説明・備考等 対応方針
反映

(○×)
局名

1 － 73 頁 3 行目
第3章まちづくりの基本方針
③総合的な土砂災害対策の推進

「土砂災害指定区域図」とはどのような
ものでしょうか？
都で指定している土砂災害警戒区域等の
区域を示した図であれば、正式には「土
砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図
書における土砂災害警戒区域・土砂災害
特別警戒区域の区域図」（単に区域図と
も呼んでおります。）だと思われます。

土砂災害警戒区域等の区域図
（等は土砂災害特別警戒区域も含めて読
んでいるためです。）

『「瑞穂町防災ハザードマップ」などを活用し、』と改め
ます。

△ 建設局

2 － 73 頁 行目 瑞穂町防災ハザードマップ

残堀川流域の浸水想定区域、土砂災害警
戒区域、過去の水害被害実績、立川断層
帯地震の予想震度分布を表示していま
す。

残堀川流域の浸水予想区域、土砂災害警
戒区域、過去の水害被害実績、立川断層
帯地震の予想震度分布を表示していま
す。

ハザードマップ自体の右上の欄にも
修正案のように表記されている。

『浸水予想区域』に修正します。 〇 建設局

3
素
案

－ 33 頁
②
２

行目 電線の地中化

国や都の計画のほか、区市町村補助等で
「無電柱化」というフレーズを使用して
いるため、貴町の計画においても統一す
るべきと考えます。

無電柱化

ほか、
P34（下から３行目）
P65（上から２行目）
P83（上から４行目）
P87（上から３行目）
P94（下から11行目）
P97（下から７行目）
P104（上から11行目）
P107（上から４行目）
P113（上から16行目）
P116（上から４行目）
に該当有り

『無電柱化』に修正します。 〇 建設局

4 － 頁 行目

資料５
瑞穂町都市計画マスタープラン
東京都意見照会に係る関係課協
議

日時：令和２年11月26日（木）
協議先：東京都産業労働局農業振興事務
所農務課【農業振興地域関係】
修正意見等：特になし

日時：令和２年11月26日（木）
協議先：東京都産業労働局農業振興事務
所農務課【農業振興地域関係】
修正意見等：町の都市計画部門と農業部
門で検討を行っていただきたい。

ご意見として承ります。 ー 産業労働局

5 － 頁 行目
農業振興地域に関する記載につ
いて

農業・農地に関する記載すべて

瑞穂町は農業振興地域を有し、農用地区
域を設定している。開発や生産緑地制度
の導入を本プランに記載するのであれ
ば、町の農業振興の方向性や方策につい
て整理をいただきたい。

区域区分に関する都市計画は瑞穂町
の農業に関する土地利用及び諸施策
に直接重大に関連する。市街化編入
への確実性が明らかになれば、調整
の手続きを開始する。

ご意見として承ります。
農業振興計画等の関連計画の改定の中で、町の農業振興の
方向性について整理していきます。

ー 産業労働局

6 － 25 頁
21
～
22

行目
（3）圏央道の全線開通を見据え
た産業地形成

■　圏央道に至近な瑞穂町においても、
その一翼を担う広域的な物流拠点形成が
 求められています

都市づくりのグランドデザインP96
の表記は、「圏央道の周辺におい
て、災害時の救援活動の円滑化等の
複合的な機能を持つ広域的な物流の
拠点の整備を促進する」であり、グ
ランドデザインとは異なる「瑞穂町
に…求められている」という記載が
グランドデザインの記載のように誤
解が生じる恐れがあるため

『 東京都「都市づくりのグランドデザイン」において、東
京湾臨海部の老朽化した物流施設の機能更新が課題とさ
れ、道路、鉄道、港湾、空港が高度に連携し、広範なエリ
アにおける速達性、定時性を確保した効率的な物流ネット
ワーク形成が目標とされています。また、圏央道の周辺に
おいては、災害時の救援活動の円滑化等の複合的な機能を
持つ広域的な物流の拠点の整備を促進するとしていま
す。』と修正し、第２パラグラフにします。

〇 都市整備局

7 － 28 頁 18 行目
多様な交流を促す持続性ある都
市づくり

文中「多摩都市モノレール新駅」 「新駅」→「新駅（想定）」に変更

多摩都市モノレールの延伸について
は、まだ事業化決定されていないた
め

※多摩都市モノレールの新駅の記載
がある箇所は全て同様に修正

P1に『※本計画に示す多摩都市モノレールのルート、駅
位置については、瑞穂町が想定したものであり、確定した
ものではありません。』と注釈を追記します。

〇 都市整備局

項 行

瑞穂町都市計画マスタープランに係る意見への対応方針
資料1
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8 － 39 頁 7 行目 町の中心地形成の考え方

文中「駅西口の土地区画整理事業による
整理された街並みと、駅東口の都道１６
６号線の整備による沿道の街並みを保全
するとともに、多摩都市モノレールの延
伸と一体となった、町の表玄
関・・・・」

「駅西口の土地区画整理事業による整理
された街並みを保全するとともに、多摩
都市モノレールの延伸と一体となった、
町の表玄関・・・・」

多摩都市モノレールの延伸に伴い、
都道１６６号線上への導入も想定さ
れており、「１６６号線の沿道の街
並みの保全」との記載内容が、将
来、延伸事業と整合しない可能性が
あるため

修正案のとおり修正します。 〇 都市整備局

9 － 41 頁 行目 将都市構造
地図上の多摩都市モノレール延伸に関す
る記載方

・「※ルート、駅位置については瑞穂町
が想定したものであり、確定したもので
はありません」を凡例に追記
・モノレールのルートが地図によって統
一されていないため、P47のように統一
する

多摩都市モノレールの延伸について
は、まだ事業化決定されていないた
め

※P40,47,51,58,77,89,99,108の図
上も同様に修正

P1に『※本計画に示す多摩都市モノレールのルート、駅
位置については、瑞穂町が想定したものであり、確定した
ものではありません。』と注釈を追記します。
モノレールのルートの地図上の表記については、P47の表
記に統一します。

〇 都市整備局

10 － 46 頁
2
～
3

行目 ③　工業・流通ゾーン

 瑞穂町は圏央道沿線という立地から広域
交通利便性が高く、物流施設などの工
業・流通業務施設の立地 が期待されてい
 ます。

左記の文章と「都市づくりのグラン
ドデザイン」の表記を同じ節でまと
めて記載すると、グランドデザイン
において「瑞穂町は…期待されてい
る」と記載されていると誤解が生じ
る恐れがあるため

１段落目を削除します。 〇 都市整備局

11 － 51 頁 行目 ■■道路網図■■
図に、「圏央道」・「青梅街道」の文字
を追加

P50に「都市計画道路青３・４・１
３号（青梅東端線）においては、一
部が整備済みですが、圏央道と青梅
街道をつなぐ、広域交通へのアクセ
ス道路として、早期整備を関係機関
に要望します。」と記載してるた
め、図との整合を図る。

「圏央道」・「青梅街道」の文字を追加します。 〇 都市整備局

12 － 89 頁 行目 ■■地区別構造図（中心地区）■■
図に、「福３・５・１７狭山ヶ岡線」の
文字を追加

他の都市計画道路は図に記載がある
が、「福３・５・１７狭山ヶ岡線」
のみ記載がない。

『福３・５・１７狭山ヶ岡線』の文字を追加します。 〇 都市整備局

13 － 94 頁 24 行目
道路ネットワークの形成による交通の円
滑化に向け、街路事業による整備を促進
します。

道路ネットワークの形成による交通の円
滑化に向け、街路事業による整備を推
進・促進します。

都市計画道路福3・5・22 号（阿豆
佐味線）は町施行（予定）のため推
進と標記。

『整備を「推進」します。』に修正します。 〇 都市整備局

14 － 103 頁 6 行目 青3・4・13 青梅東端線
都市計画道路青３・４・１３号（青梅東
端線）

改定前の文章には都市計画道路青
３・４・１３号（青梅東端線）と記
載してあるため。

『都市計画道路青３・４・１３号（青梅東端線）』に修正
します。

〇 都市整備局

15 － 103 頁 13 行目 青3・4・13 青梅東端線
都市計画道路青３・４・１３号（青梅東
端線）

改定前の文章には都市計画道路青
３・４・１３号（青梅東端線）と記
載してあるため。

『都市計画道路青３・４・１３号（青梅東端線）』に修正
します。

〇 都市整備局

16 105 頁 3 行目

第４章 地区別のまちづくりの方
針
②生活道路等
■主要生活道路

都道166号瑞穂あきる野八王子線や主要
な生活交通軸となる町道は、（中略）狭
あい道路の拡幅、歩道の確保、危険な交
差点の改良など、沿道住民の協力を得な
がら、道路環境の改善をはかっていきま
す。

 都道166号瑞穂あきる野八王子線や主要
な生活交通軸となる町道は、（中略）狭
あい道路の拡幅、歩道の確保、危険な交
差点の改良など、沿道住民の協力を得な
がら、道路環境の改善をはかっていきま
す。

都道と同列に記載すると町施行に
よって都道の道路環境の改善を図る
ように勘違いを招くのでは。

『都道１６６号瑞穂あきる野八王子線については、自転車
や歩行者の安全・安心な利用に向けて道路環境の改善を要
望していきます。』として、町道の記載と段落を分けま
す。

△ 都市整備局
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17 － 106 頁 6 行目 青3・4・13 青梅東端線
都市計画道路青３・４・１３号（青梅東
端線）

改定前の文章には都市計画道路青
３・４・１３号（青梅東端線）と記
載してあるため。

『都市計画道路青３・４・１３号（青梅東端線）』に修正
します。

〇 都市整備局

18 － 108 頁 行目
■■地区別構造図（西部地区）■■
図の「福３・３・２９下師岡栗原線」

■■地区別構造図（西部地区）■■
図の「福３・４・２９下師岡栗原線」

都市計画道路の名称に誤り。 「福３・４・２９下師岡栗原線」に修正します。 〇 都市整備局

19 － 113 頁 27 行目
都市計画道路福３・４・２６（瑞穂飯能
線）においては、未整備区間の整備を促
進します。

都市計画道路福３・４・２６（瑞穂飯能
線）においては、未整備区間の整備を推
進します。

都市計画道路福３・４・２６（瑞穂
飯能線）は町施行のため推進と標
記。

『整備を推進します。』に修正します。 〇 都市整備局

20 － 32 頁 行目
① 広域交通利便性を活かした市
街地形成と企業誘致の推進

既にフレーム設定されている栗原地区、
武蔵地区と異なり、青梅東端線周辺地
区、国道１６号沿道地区については今後
の検討とし、区域マスと整合を図っては
いかがでしょうか。

栗原地区、武蔵地区について産業適地と
して市街化区域編入をめざすとともに、
青梅東端線周辺地区、国道１６号沿道地
区の市街化に向けた検討を進めます。

『産業適地として、栗原地区、武蔵地区の市街化区域編入
に向けた取り組みをすすめるとともに、青梅東端線周辺地
区、国道１６号沿道地区について、市街化区域編入の位置
づけに向けて関係機関との調整をすすめます。』と修正し
ます。

〇 都市整備局

21 －
89
，
117

頁 行目
地区別構想図（中心地区）
地区別構想図（北部地区）

国道１６号沿道地区について、「商業・
業務施設などの立地誘導をはかる」とあ
りますが、市街化区域編入が前提の内容
になるため、確定的な表現を避けた方が
良いと考えます。

沿道サービスゾーンとして、交通利便性
を生かした、商業・業務施設などの立地
誘導に向けた検討を進める。

『沿道サービスゾーンとして、交通利便性を生かした、商
業・業務・沿道サービス施設などの立地誘導をめざす。』
と修正します。

〇 都市整備局

22 － 108 頁 行目 地区別構想図（西部地区）

青梅東端線周辺地区について、「新たな
産業拠点の形成をはかる」とあります
が、市街化区域編入が前提の内容になる
ため、確定的な表現を避けた方が良いと
考えます。

圏央道青梅ICに至近かつ、瑞穂町、青梅
市、羽村市の工業地帯を結ぶ主要路線で
あることから、新たなアクセス道路の整
備や青梅市と連携した面的整備に関する
検討を進め、広域交通利便性の向上、新
たな産業拠点の形成をめざす。

修正案のとおり修正します。 〇 都市整備局

23 1.4 － 25 頁 10 行目
（３）圏央道の全線開通を見据
えた産業形成

■東京都「都市づくりのグランドデザイ
ン」において、瑞穂町は、最先端の研
究・学術・ものづくりの拠点の形成が求
められている「多摩イノベーション交流
ゾーン」に含まれており、圏央道などの
広域交通インフラを活かした産業拠点形
成が求められています。

■東京都「都市づくりのグランドデザイ
ン」において、「多摩イノベーション交
流ゾーン」では、リニア中央新幹線や圏
央道、多摩都市モノレールなどの道路・
交通ネットワークを生かして、域内外と
の交流が活発になることや積極的に挑戦
しやすい環境が整うことにより、様々な
主体が交流し新たなアイデアや創意工夫
が生まれ、多様なイノベーションの創出
を図るとしています。

グランドデザインで示されている内
容（ｐ３７）をここでは記載し、３
パラ目に結び付ける記載としてみて
はいかがでしょうか。

修正案のとおり修正します。 〇 都市整備局

24 1.4 － 25 頁 16 行目

■今後、産業地への転換が可能な余地も
あるため、無秩序な開発を抑制しつつ、
圏央道、国道16号からの利便性の高い地
域への計画的な産業地形成が求められて
います。

■今後、産業地への転換が可能な余地も
あるため、無秩序な開発を抑制しつつ、
圏央道や国道16号、多摩都市モノレール
箱根ヶ崎方面延伸等も見据えながら、道
路・交通ネットワークを生かして利便性
の高い地域への計画的な産業地形成を図
り、多摩イノベーション交流ゾーンの形
成に向けた拠点づくりが求められていま
す。

1パラ目を踏まえつつ、瑞穂町が有
する立地特性を生かして、イノベー
ション創出拠点の形成を図っていく
という流れにしてみてはいかがで
しょうか。

『・ 瑞穂町は、圏央道青梅インターチェンジに至近で、首
都圏の環状道路である国道１６号が町内を通り、入間イン
ターチェンジにもアクセスがしやすい広域交通利便性が高
い立地にあります。今後の多摩都市モノレール箱根ケ崎方
面延伸なども見据えながら、道路・交通ネットワークを生
かして、多摩イノベーション交流ゾーンや物流拠点の形成
に向け、利便性の高い地域への計画的な産業地形成をすす
めていく必要があります。』と修正し、第３パラグラフと
します。

〇 都市整備局
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25 3.1 － 46 頁 2 行目 ③工業・流通ゾーン

■瑞穂町は、圏央道沿線という立地から
広域交通利便性が高く、物流施設などの
工業・流通施設の立地が期待されていま
す。また、東京都「都市づくりのグラン
ドデザイン」では、企業、大学、研究機
関などの集積を生かすとともにインキュ
ベーション施設により新たな産業を支援
し、イノベーションを創出する拠点形成
をめざす「多摩イノベーション交流ゾー
ン」にも含まれています。

 ■瑞穂町は、圏央道沿線という立地から
 広域交通利便性が高く、物流施設などの
 工業・流通施設の立地が期待されていま
 す。また、東京都「都市づくりのグラン
 ドデザイン」では、企業、大学、研究機
 関などの集積を生かすとともにインキュ
 ベーション施設により新たな産業を支援
 し、イノベーションを創出する拠点形成
 をめざす「多摩イノベーション交流ゾー
 ン」にも含まれています。

第３章では、「まちづくりの基本方
針」を記載されていると思います
が、③のみ冒頭に第1章で示すよう
な必要性の類の記載がされていま
す。全体的なバランスをとるために
削除してはいかがでしょうか。
なお、イノベーション創出の視点を
持った記載は非常に先進的であり、
必要と思いますので、２パラ目にそ
の視点を追記してはいかがでしょう
か。

修正案のとおり修正します。 〇 都市整備局

26 46 頁 7 行目

圏央道や国道16号、新青梅街道といった
主要幹線道路へのアクセス利便性や土地
のまとまりなど立地特性を的確に捉え、
地区に適した産業地の方向性を産業振興
ビジョンで示すとともに、栗原地区や西
原地区、武蔵地区などの新たな産業地形
成を進める地区については、土地条件と
交通環境が整い、周辺環境への影響にも
配慮した計画的な都市基盤性を進めるこ
とにより、企業誘致につながる優良な産
業地の創出を図ります。
　現在、工場などが立地する地区につい
ては、工場の用途規制や用途規制や緑化
を促進し、地区環境の整備を図るととも
に、地区周辺環境とも調和する利便性の
高い工業・流通業務地の形成を図りま
す。

■圏央道や国道16号、新青梅街道といっ
た主要幹線道路へのアクセス利便性や土
地のまとまりなど立地特性を的確に捉
え、地区に適した産業地の方向性を産業
振興ビジョンで示すとともに、栗原地区
や西原地区、武蔵地区などの新たな産業
地形成を進める地区については、土地条
件と交通環境が整い、周辺環境への影響
にも配慮した計画的な都市基盤性を進め
ることにより、企業誘致につながる優良
な産業地の創出を図ります。
　また、企業誘致の機会を捉え、サテラ
イトオフィスやインキュベーション施設
の誘導をはじめとした魅力的なまちづく
りの検討を行います。
　現在、工場などが立地する地区につい
ては、工場の用途規制や用途規制や緑化
を促進し、地区環境の整備を図るととも
に、地区周辺環境とも調和する利便性の
高い工業・流通業務地の形成を図りま
す。

修正案を踏まえ、
『また、企業誘致の機会をとらえ、サテライトオフィスや
インキュベーション施設の誘導をはじめとした魅力的なま
ちづくりをすすめ、イノベーションを創出する「多摩イノ
ベーション交流ゾーン」に適した拠点の形成をめざしま
す。』と修正します。

〇 都市整備局

27 － 1 頁 4 行目
（２）都市計画マスタープラン
の見直しの必要性

東京都「多摩部19都市計画 都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針」が改定
されたことから…

この素案の公表時期が区域マス改定前の
場合は、その旨を注釈等で記載するな
ど、書き方の工夫が必要です。

表紙に『※上位計画である「瑞穂町長期総合計画」、東京
都「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の改定内
容や関連計画との整合をはかりながら、皆様から寄せられ
た意見を参考に、この素案を適宜修正し、瑞穂町都市計画
審議会での審議を経て、瑞穂町都市計画マスタープラン
（案）を策定していきます。』と記述します。

〇 都市整備局


